
第１章 総則 

（名称）   

第１条 本会は、「兵庫県臓器移植推進協議会」とする。 

（事務所）  

第２条 本会は、事務所を 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目 1-21福建会館６Ｆ NPO法人兵庫

県腎友会内に置く。  

第２章 目的及び事業 

（目的）  

第３条 本会は、県下における臓器移植の普及啓発及び推進を図ることを目的とする。 

（事業）  

第４条 本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１） 

（２） 

（３） 

（４） 

臓器移植推進体制の確立 

県民に対する移植医療の広報及び臓器移植の普及啓発 

関係諸機関との連帯強化 

その他、前条の目的を達成するための諸事業 

第３章 会員 

（種別）  

第５条 本会の会員は、次の２種とする。  

 （１） 

 

（２） 

正会員  

本会の目的に賛同して入会し、本会の活動を推進する個人  

賛助会員  

本会の目的に賛同して入会し、本会の活動に協力する個人及び団体  

（入会）  

第６条 会員の入会については、特に条件を定めない。  

 ２ 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書を提出しなければな

らない。 

（会費）  

第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

（退会）  

第９条 会員は、会長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。 

第４章 役員 

（種別及び定

数） 

 

第１０条 本会には、次の役員を置く。 

 （１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

（６） 

（７） 

会 長   １名 

副会長   ３名 

事務局長 １名 

幹事   若干名 

会計   １名 

運営委員  30名以内(会長・副会長・事務局長・幹事・会計を含む) 

監 事   ２名  



 

（選任）  

第１１条 役員は、総会において選任する。 

（職務）  

第１２条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか

じめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

 ３ 事務局長は、運営委員会の議決した方針に基づき、本会の業務を処理する。 

 ４ 幹事は移植医療などの専門家として、運営委員会を構成する。 

 ５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

 （１） 

（２） 

運営委員の業務執行の状況を監査すること。 

本会の財産の状況を監査すること。 

 ６ 会計は、本会の資産及び会計帳簿を管理し、会計規則に則り日常の会計業務をおこな

う。 

（任期）  

第５章 総会 

第１３条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

（種別）  

第１４条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構成）  

第１５条 総会は、正会員をもって構成する。 

（権能）  

第１６条 総会は、以下の事項について議決する。 

 （１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

会則の変更 

事業計画及び収支予算並びにその変更 

事業報告及び収支決算 

役員の選任又は解任、職務及び報酬 

会費の額  

（開催）  

第１７条 通常総会は、毎年１回開催する。 

 ２ 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。  

 （１） 

（２） 

運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の

請求があったとき。 

（招集）  

第１８条 総会は、会長が招集する。 

（議長）  

第１９条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。 

（定足数）  

第２０条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 



（議決）  

第２１条 総会における議決事項は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（表決権）  

第２２条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

 ２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、議長又は他の正会員を代理

人として表決を委任することができる。 

 ３ 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。 

第６章 運営委員会 

（構成）  

第２３条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 

（権能）  

第２４条 運営委員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。  

 （１） 

（２） 

（３） 

（４） 

総会に付議すべき事項 

総会の議決した事項の執行に関する事項 

事務局の組織及び運営に関する事項 

その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開催）  

第２５条 運営委員会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 

 （１） 

（２） 

会長が必要と認めたとき。 

運営委員総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。 

（招集）  

第２６条 運営委員会は、会長が招集する。 

（議長）  

第２７条 運営委員会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。 

（議決）  

第２８条 運営委員会における議決事項は、運営委員出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

（表決権）  

第２９条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。 

 ２ やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって議長に

委任することができる。 

 ３ 前項の規定により表決した運営委員は、運営委員会に出席したものとみなす。 

第３０条 本会の事業の円滑な運営及び事業内容の充実をはかるため、運営委員若干名からなる企画

委員会を運営委員会の下に。 

 ２ 本委員会は毎月１回開催し、総会・運営委員会への提案事項及び各事業計画並びに実

施のための検討を行い、運営委員会をサポートする。 

 

 

 



第７章 資産及び会計 

（資産の構成）  

第３０条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 （１） 

（２） 

（３） 

（４） 

会費 

寄付金品 

助成金収入 

その他の収入（事業報告及び決算） 

第３１条 本会の事業報告書、収支計算書、財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、

速やかに会長が作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

 ２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

（事業年度）  

第３２条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

附則 

 １ この会則は、本会の成立の日から施行する。 

 


